
立教大学コミュニティ福祉学部紀要第 19号（2017） 97

【調査報告】

生活保護利用世帯の暮らしから見た生活課題 
─地域Ａにおける実態調査から─

Challenges households face when living on Public Assistance:
A survey of living conditions in the community A

木下 武徳
KINOSHITA, Takenori

Ⅰ．調査の目的と方法

１．2013年の生活扶助基準の切り下げ

2013年に生活保護における生活扶助基準の切り下げが行われた。具体的には、第一に、厚生労

働省の「生活保護基準部会報告書」（2013年１月）で「平成21年全国消費実態調査」の個票デー

タに基づき、第１十分位相当の低所得世帯の食費や衣類、光熱費等の生活扶助に相当する支出額

と生活保護利用世帯の生活扶助基準額とを比較した結果、年齢・世帯人員・地域差を修正するた

めとして90億円、第二に、2008年以降の物価の低下を反映させて580億円、第三に、期末一時扶

助が世帯人数の多い程、金額が大きく、このスケールメリット抑制のためとして約70億円、第四

に、生活保護の利用者が働いて得た収入から仕事に関する経費（月１万円程度）を差し引く制度

である特別控除の廃止で110億円、以上の合計約850億円が削減されることになった（厚生労働

省資料）。

この生活扶助基準の切り下げについては、各方面から批判があった。特に、生活保護基準部会

で議論をされていない物価の低下を反映させたとされる基準の切り下げについては、批判的な検

証が行われている。第一に、物価上昇が異常に高かった2008年を比較の基準としていること（そ

のあと急激に下がったので、生活扶助基準も必要以上に下げられる）、第二に、物価の計算の際

に、生活保護利用世帯がほとんど購入しない電化製品を物価指数で割合を大きくし、物価下落の

影響を大きくしたこと、第三に、物価の計算の仕方を通常の計算とは異なる方式で計算している

こと等である（1）。

また、物価以外でも、生活扶助基準が下げられると、義務教育における低所得世帯への必要経

費（学用品費や修学旅行費、学校給食費等）のための経済的支援を行う「就学援助」、介護保険

料や保育料の減免制度など、生活保護基準が要否判定の基準になっている社会保障や教育等の多

くの低所得対策で利用が抑制される。生活扶助基準を切り下げることで、低所得対策の仕組みそ

のものが縮小され、生活保護以外の諸制度でも切り下げが行われてしまうという問題がある（厚

生労働省2013）。
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２．生活保護利用世帯の生活実態調査の目的と方法

１）生活保護世帯の生活実態を明らかにする必要

生活扶助基準の切り下げについては、その削減の金額が大きいことに加え、その根拠に様々な

疑問が提示されている。一方で、生活保護を利用する世帯は、金銭的には最低限度の生活を保障

されているとはいえ、最低限度の生活ぎりぎりの金額を支給されていたということもあり、元来、

不自由のない生活ではなく、一般の世帯に比べて金銭的には生活は厳しい。特に、2003年より高

齢者世帯については老齢加算が廃止され、月額で１万７千円～１万５千円以上が削減された矢先

に、さらに生活扶助基準の切り下げが行われた。また、厚生労働省の試算でも子どものいる世帯

である夫婦と子ども２人の世帯で生活扶助基準が22万２千円から20万２千円へと２万円も切り

下げが行われており、子どものいる世帯の貧困状況が悪化することになった。これまでの最低限

度の生活からさらに、１～２万円もの給付が切り下げられることは生活保護利用世帯にとっては

生活に大きなマイナスの影響があると考えられる。

このようなことから、その基準切り下げが行われた生活保護を利用する世帯の生活実態を明ら

かにすることが必要である。しかしながら、生活保護利用世帯への調査は、プライバシーの問題

もあり、行政の協力も得ることが難しい。また、生活実態や基準の影響そのものをどのように見

るのかということも大きな課題である。そのようななか、生活保護利用世帯の支援をしている地

域Aの支援団体からは、生活保護の基準切り下げに関する生活実態調査をしたいので協力してほ

しいという依頼が著者にあった。著者も、生活保護利用世帯の実態調査の必要性を感じていたこ

とと、現在公的扶助における審査請求のあり方についての調査研究を進めていたこともあり、こ

の生活実態調査を実施することになった。

２）調査の目的と方法

本調査目的は、生活扶助基準が切り下げられる中で、その利用者の暮らしはどのようになって

いるのかを明らかにすることである。調査方法は、調査員が対象者宅等に訪問し、質問紙を用い

た面接による聞き取り調査である。調査対象者は支援団体が支援する生活保護利用世帯および支

援団体から医療機関等つながりのある医療福祉団体に依頼をして承諾を得た生活保護を利用する

計616世帯である。ただし、本報告ではまだ全体の集計が確定しておらず、優先的に集計を確定

させた地域Aの生活扶助減額取り消し訴訟の原告となった生活保護利用世帯である126世帯（全

体の20.5％）を抽出して本報告のための調査集計の対象とした。対象者は、調査の趣旨を理解し

ていただき、承諾を得た人である。また、調査票は無記名で収集をした。本報告は統計的に処理

されたデータのみで構成されており、個人は特定されない。さらに、本紀要で調査結果を報告す

ることについて支援団体からも了承を得ている。調査員は支援団体のメンバーや医療福祉団体の

職員が対面でインタビューをする形式で調査票に記入する形で実施した。実態調査の調査項目に

ついては、筆者も含めた支援団体のメンバーで協議をし、質問項目を作成した。調査期間は2015

年９月初旬から11月初旬である。以下、本調査の調査結果の概要について報告していきたい。た
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だし、紙幅の都合で、単純集計結果を中心に記載している。

Ⅱ．調査結果の概要

１．調査対象者の属性

まず、対象者の属性について見ていきたい。図１は調査対象者の世帯類型である。これによる

と、高齢者世帯が35％、障害者世帯が29％、その他の世帯が26％、傷病者世帯が６％、母子世

帯が３％であった。

図２は、調査対象者の性別である。男性が51％、女性が49％であった。

図３は、調査対象者の年齢である。65歳から74歳までが35％、75歳以上が20％、56歳から64

歳までが19％、55歳までが25％であった。平均年齢も63.4歳となっていた。65歳以上で55％を

占めており、高齢者の割合が高くなっている。

図４は、調査対象者の世帯構成（世帯人数）である。１人世帯が71％、２人世帯が24％、３人

世帯が４％、５人世帯が１％であった。このように、１人世帯が最も多くなっている。

２．調査対象者の生活基盤～収入と住宅

図５は、収入に占める保護費の割合である。収入のうち保護費が81～100％を占めている世帯

が29％、41～60％が23％、61～80％が16％、21～40％が13％、20％までが９％であった。一般

には、生活保護の金額は基準額全額を受給しているように思われがちであるが、実際は80％未満

が過半数を占めており、60％未満も45％を占めている。

図６は、居住形態についてみたものである。民間アパートが61％、公営住宅が17％、民間借家

が７％、持ち家が２％、その他（グループホーム等）が９％であった。2013年の日本全体の持ち

家率は61.7％であり、生活保護世帯の持ち家率は極端に低いと言える（総務省統計局 2016）。

図７は、現在の住宅の築年数である。21～30年が30％、31～40年が27％、11～20年が11％、

41～50年が11％、51年以上が６％、10年までが２％であった。

図８は、現在の住まいでの居住年数である。10年までが67％、11～20年が19％、21～30年が

図１　調査対象の世帯類型 図２　調査対象者の性別
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６％、31～40年が５％、41～50年が１％であった。こうしてみると、生活保護の利用世帯は、

安い家賃となりやすい築年数の長い住宅に引っ越しをしていると読み取ることができよう。

図９は住宅の状況を伺った結果である。トイレが世帯専用が94.5％、台所が世帯専用が93.7％、

全員の十分な布団があるが93.7％、浴室が世帯専用が85.0％、寝室と食事部屋が分離が81.9％、

洗面所が世帯専用が70.9％であった。逆に言えば、その100％に足りない割合に当てはまる世帯

にとっては、世帯専用のトイレや台所、洗面所等がない住宅として不十分な住宅に住んでいるこ

とがわかる。また、周囲の騒音が激しい、日当たりが悪いなどの「周辺環境が悪い」が35.4％、

となりの物音が聞こえる、雨漏りする、すきま風が多いなどの「住宅の性能が悪い」が48.0％で

あった。

図３　調査対象者の年齢 図４　調査対象者の世帯構成

図５　収入に占める保護費の割合 図６　居住形態
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３．食生活の状況

調査対象者の食生活の状況について、まず図10の１日の食事回数をみると、３回が62％、２

回が38％であった。図11は食事回数が２回の理由である。金銭的に余裕がないが72％、食べた

くないからが21％、その他（病気など）が７％であった。つまり、金銭的に余裕がなく食事回数

を２回にしている世帯が多いことが分かる。

図12は食事の欠食状況を確認したものである。毎日必ず３食をとっている世帯が39％、週に

１～２食欠食が32％、週に７食以上欠食が15％、週に３～６食欠食が７％であった。このように

過半数以上の世帯で欠食がある。

図13は食事の料理の仕方についてみたものである。ほとんど自炊が64％、たまに自炊が19％、

できあがったものを買うが17％であった。なお、自炊の理由はほとんどが金銭的な余裕がないた

め、健康のため、などによるものであった。できあがったものを買う理由は、仕事等で時間がな

い、病気、経験不足等のために料理ができないなどが挙げられた。

図14は外食を楽しむ機会があるかを聞いた結果である。ほとんどないが46％、全くないが

30％、ときどきあるが20％、よくあるが２％であった。図15は、外食が全くない、またほとん

どない理由を尋ねたところ、金銭的余裕なしが83％、行きたくないが９％、時間がないが１％、

その他が７％であった。つまり、多くの世帯で金銭的余裕がないために外食をしていないことが

分かる。

図７　住宅の築年数 図８　現在の住まいでの居住年数

図９　住宅の状況
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表１は食事の状況について伺った結果である。規則正しい食事をしているが63.0％、新鮮な食

材で調理をしているが46.5％、栄養のバランスをとって食事しているが49.6％、献立の種類を増

やすようにしているが37.8％であった。なお、厚生労働省が実施した「平成22年　家庭の生活実

態及び生活意識に関する調査結果概要」（以下、「厚労省調査」とする）の被保護世帯（生活保護

利用世帯）や低所得者層（第１十分位相当世帯）や中間層（第３五分位相当世帯）を見比べると、

本調査の結果は全体的にかなり低い傾向にある。地域Aという地域特性も踏まえる必要がある

図10　１日の食事回数 図11　食事回数２回の理由

図12　食事の欠食状況 図13　料理の仕方

図14　外食を楽しむ機会 図15　外食をしない理由
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が、2010年よりも2015年の方が食生活が厳しい状況になっているとも考えられる。

４．生活の状況

調査対象者のその他の生活状況をみてみよう。図16は晴れ着または礼服を持っているかを聞

いたものである。持っているが69％、持っていないが31％であった。図17は晴れ着等を持って

いない理由を示している。金銭的余裕がないが68％であった。

図18は下着の購入頻度を示している。１年に１、２回程度が71％、１年に３回以上が14％、

ほとんど購入しないが15％であった。図19は下着をほとんど購入しない理由であり、金銭的余

裕がないが78％を占めていた。

図20は入浴の頻度を聞いたものである。２～３日に１回が56％、１週間に１回が23％、毎日

が14％、１週間超に１回が５％であった。図21は毎日入浴しない理由を聞いたものであるが、

金銭的余裕なしが76％を占めていた。なお、時事通信社が2005年に行った調査結果によれば、

お風呂に「毎日」入る人が75.5％、「週に３～４回」8.1％、「週に５～６回」7.3％、「ほとんど入

らない」4.4％、「週に２回」2.7％、「週に１回」2.0％であった（中央調査社2005）。ここから生活

保護利用世帯は金銭的余裕がないために入浴の頻度が大きく制約されていることが分かる。

表１　食事の状況　本調査及び2010年の厚生労働省調査

注）第１十分位相当世帯、第３五分位相当世帯は、全国消費実態調査による。
出典） 本調査結果と厚生労働省（2014）「平成22年　家庭の生活実態及び生活意識に関する調査結果概要」より抜粋した

ものを合わせて作成

本調査世帯 被保護世帯
（厚労省調査）

一般世帯（厚労省調査）
第１十分位
相当世帯

第３五分位
相当世帯

集計世帯数 n=126 n=1,006 n=3,289 n=3,508 
規則正しい食事をしている 63.0% 80.1% 77.2% 85.6%
新鮮な食材で調理をしている 46.5% 71.7% 73.6% 85.5%
栄養のバランスをとって食事している 49.6% 67.6% 64.8% 78.5%
献立の種類を増やすようにしている 37.8% 48.4% 49.7% 64.6%

図16　晴れ着または礼服を持っているか 図17　晴れ着または礼服を持たない理由
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５．レジャーや社会参加の状況

図22は泊りがけの旅行をしているかを聞いたものである。ほとんど旅行しないが79％、年１

回程度が18％、年２、３回程度が２％であった。泊りがけの旅行をほとんどしない理由として、

金銭的余裕なしが83％、その他が12％、行きたくないが３％、時間がないが２％であった（図

23）。

図24はここ１年程の間にレジャーに行くかを聞いたものである。あるという回答が15％、「な

い─金銭的余裕なし」が50％、「ない─したくない」が12％、「ない─その他」が15%であった。

図25はここ１年程の間に、ボランティアや社会活動に参加したかを聞いたものである。あると

いう回答が38％、「ない─その他」が30％、「ない─金銭的余裕なし」が17％、「ない─したくない」

が14％であった。

図18　下着の購入頻度 図19　下着をほとんど購入しない理由

図20　入浴の頻度 図21　入浴を毎日しない理由
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図26は、ここ１年程の間に、スポーツをしているかを聞いたものである。あるが41％、「ない

─金銭的余裕なし」が12％、「ない─したくない」が16％、「ない─その他」が27％であった。

図27は、ここ１年程の間に、映画、コンサートに行ったかを聞いたものである。あるが15％、「な

い─金銭的余裕なし」が47％、「ない─その他」が20％、「ない─したくない」が12％であった。

図28はここ１年程の間に、お正月のお祝いをするかを聞いたものである。あるが47％、「ない─

金銭的余裕なし」が29％、「ない─その他」が15％、「ない─したくない」が３％であった。

表２は、本調査と先述の2010年に実施された厚労省調査におけるレジャーや社会参加に関する

それぞれの活動状況についてまとめたものである。なお、厚生労働省の集計方法は、「ある・もっ

ている・している世帯数／（全世帯数−必要ない・したくないからしない世帯数）」としており、

つまり「必要ない」等と答えた分を分母から減じている。そのため、本調査結果もそれに合わせ

てまとめた。これを見ると、外食の機会、映画・演劇・コンサートへの参加では、一般世帯はも

ちろん被保護世帯よりも本調査結果はかなり低い状態にあることが分かる。

図29によれば、近所に親しく付き合っている人がいる割合は35.4％、別居の家族親族で親しく

つきあっている人がいる割合は54.3％であった。

表３は本調査及び厚労省調査における親族・近隣とのつきあいをしている人の割合を示したも

のである。なお、先述のように、厚労省の「している」の割合は「したくない」と答えた分を分

母から減じた数値になっており、本調査もそれに合わせている。第一に、別居家族・親族・近所

図22　泊りがけの旅行をしているか 図23　泊りがけの旅行をほとんどしない理由

図24　ここ１年程の間にレジャーに行く 図25　ここ1年程の間に、ボランティアや社会活動に参加
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の方と少なくともときどきはプレゼントのやりとりをしている世帯の割合は、本調査では16.2％

（＝いつもしている0.9％、ときどきしている15.4％）、厚労省の被保護世帯では31.0％、第１十分

位相当世帯で59.1％であった。本調査のやりとりをしていない世帯（83.8％＝あまりしていない

13.7％、まったくしていない70.1％）の理由は金銭的余裕なしが79.3％、相手がいないが9.8％、

その他が10.9％であった。

図26　ここ１年程の間に、スポーツをしているか 図27　ここ１年程の間に、映画、コンサートに行ったか

図28　ここ１年程の間に、お正月のお祝いをする

表２　レジャーや社会参加をしている人の割合　本調査と厚生労働省調査

注） 「ある」「している」と答えた世帯数を、全世帯数から「ない」「したくない」と回答した世帯数を減じた数字で除し
た値

出典）表１に同じ

本調査 被保護
世帯

一般世帯
第１十分位
相当世帯

第３五分位
相当世帯

少なくともときどきは外食を楽しむ機会がある 24.1% 49.4% 63.0% 81.5%
少なくとも年に１回程度は泊まりがけの旅行に行く 21.1% 17.0% 43.2% 64.0%
ここ１年ほどの間にドライブ・キャンプ、海水浴・スキーなど
のレジャー 18.6% 13.2% 32.7% 61.5%

ここ１年ほどの間にボランティアや社会活動に参加した 43.3% 37.1% 41.7% 57.5%
普段から散歩、体操、ジョギングや他のスポーツをしている 51.5% 52.1% 58.5% 62.5%
ここ１年ほどの間に映画や演劇、コンサートなどにでかける 18.1% 26.0% 34.3% 52.9%
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第二に、友人・親族・近所の方を少なくともときどきは会食に招待する世帯の割合は、本調査

で6.1％（よく招待する0.9％、ときどき招待する5.3％）、厚労省の被保護世帯16.1％、第１十分位

相当世帯では40.6％であった。本調査の招待をしない世帯（93.9％＝あまり招待しない21.1％、

まったく招待しない72.8％）の理由は、金銭的余裕なしが75.0％、相手がいないが11.0％、時間

がないが1.0％であった。

第三に、友人や別居の家族・親族に少なくともときどきは会いに行く世帯は、本調査で38.5％

（よく行く8.5％、ときどき行く29.9％）、被保護世帯調査で53.0％、第１十分位相当世帯で70.5％

であった。本調査の会いに行かない世帯（61.5％＝あまり行かない28.2％、まったく行かない

33.3％）の理由は、金銭的余裕なしが65.3％、時間がない6.7％、その他が28.0％であった。

第四に、親族の冠婚葬祭に少なくともときどきは出席する世帯は、本調査で35.2％（必ず出席

する13.9％、ときどき出席する21.3％）、厚労省の被保護世帯で54.9％、第1十分位相当世帯で

83.8％であった。本調査の出席しない世帯（64.8％＝あまり出席しない27.0％、まったく出席しな

い37.7％）の理由は、金銭的余裕なしが82.3％、時間がない1.3％、その他が16.5％であった。

図30は、週に何回近所の人と話をするかを聞いたものである。ほとんどないが53％、週に１

回が18％、週に２、３回が18％、週に４、５回が５％、ほとんど毎日が５％であった。図31は

町内会等の地域行事に参加するかを聞いたものである。全く参加しないが58％、あまり参加しな

いが21％、ときどき参加が16％、いつも参加が３％であった。図32は、町内会費を支払ってい

るかを聞いたものである。支払っているが57％、支払っていないが40％であった。

図29　付き合いのある人の割合

表３　親族・近隣とのつきあいをしている人の割合　本調査及び厚労省調査

注） 「ある」「している」と答えた世帯数を、全世帯数から「ない」「したくない」と回答した世帯数を減じた数字で除し
た値

出典）表１に同じ

本調査 被保護
世帯

一般世帯
第１十分位
相当世帯

第３五分位
相当世帯

別居家族・親族・近所の方と少なくともときどきはプレゼント
のやりとりをしている 16.2% 31.0% 59.1% 75.9%

友人・親族・近所の方を少なくともときどきは会食に招待 6.1% 16.1% 40.6% 55.5%
友人や別居の家族・親族に少なくともときどきは会いに行く 38.5% 53.0% 70.5% 85.4%
親族の冠婚葬祭に少なくともときどきは出席 35.2% 54.9% 83.8% 95.2%
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図33は保護基準引き下げが家計に影響したかを聞いたものである。影響したが97％、影響して

いないが１％であった。図34は、生活保護を利用した経緯を聞いたものである（複数回答）。病

気が62％、失業倒産が14％、貯蓄資産がなくなったが８％、離婚が６％、その他が７％であった。

５．耐久消費財の普及率

表４は、本調査および厚労省調査における主な耐久消費財の普及率（＝所有率）をみたもので

図30　週に何回近所の人と話をするか 図31　町内会等の地域行事に参加するか

図32　町内会費を支払っているか 図33　保護基準引き下げが家計に影響したか

図34　生活保護を利用した経緯
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ある。なお、厚労省のこの普及率の割合は、「必要ない」と答えた分を分母から減じた数値になっ

ており、本調査もそれに合わせている。これをみると、厚労省の被保護者世帯とは遜色ない水準

になっているようである。

６．不服申立制度

図35は不服申立をした理由を聞いたものである（複数回答）。生活保護制度が悪くなるのを防

ぎたいが70.0％、基準引き下げの理由に納得がいかない64.2％、生活が苦しくなったが55.8％、

支援してくれる人がいたが40.0％、一緒に不服申立をする仲間がいたが36.7％、その他が1.7％で

あった。その他の内容は「声を出せない人のためにも原告にと考えた」や「これ以上引き下げら

れたら生きる希望がなくなってしまう」とあった。

図36は不服申立制度を利用するために必要なことを聞いたものである（複数回答）。生活保護

に対する偏見をなくすが62.8％、不服申立の手続きの簡素化および不服申立の支援をしてくれる

人が38.9％、福祉事務所が不服申立は受給者の権利であることをしっかり示すが37.2％、不服申

立制度の詳しい説明や情報が36.3％、生活保護制度の詳しい説明や情報が33.6％、一緒に不服申

立をする仲間が31.9％、その他が0.9％であった。その他の内容には弁護士の関わりが必要である

ことが記されていた。

表４　耐久消費財の普及率　本調査及び厚労省調査

注） 厚労省は普及率を「もっている世帯数／（全世帯数−必要ない世帯数）」としており、本調査もそれに合わせて集計 
した。

出典）表１に同じ

本調査 被保護者世帯
一般世帯

第１十分位
相当世帯

第３五分位
相当世帯

電気冷蔵庫 99.2 98.5 97.6 99.3 
テレビ 99.2 98.0 96.5 98.7 
電子レンジ 96.6 89.3 93.1 98.5 
電気掃除機 93.2 87.3 95.0 99.0 
携帯電話 93.1 84.5 85.3 98.1 
給湯器 89.7 66.7 78.5 89.6 
衣類ダンス 87.2 81.0 90.4 95.9 
茶だんす・食器戸棚 88.4 86.9 92.4 96.9 
整理だんす 84.3 78.5 87.9 93.6 
ベッド・ソファーベッド 83.8 65.3 74.9 86.4 
システムキッチン 61.8 41.7 62.1 75.7 
ビデオレコーダー 64.4 65.1 68.2 89.8 
カメラ 57.8 45.0 67.7 92.5 
温水洗浄便座 49.0 15.3 54.4 74.9 
食堂セット 56.8 59.1 77.6 89.7 
書斎・学習机 60.6 54.9 63.5 84.7 
ステレオセット 48.7 65.9 70.4 89.2 
ルームエアコン 11.1 70.5 83.3 94.0 
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Ⅲ．若干の考察

これまで調査結果を見てきたが、特に重要だと考えられる６点を指摘しておきたい。

第一に、過半数が30年以上の古い家に住んでいた。阪神淡路大震災の時に露見したように、低

家賃の家に住む人ほど住宅の倒壊で亡くなっていた（額田1999）。地震災害が続く日本にあって、

十分な耐震性のある家に住むことも生存権の保障のためには重要であり、生活保護利用世帯にお

いても権利として保障される努力が求められるはずである。

第二に、一日の食事回数３回が62％、２回が38％であった。２回になる理由として多くの人

（72％）が金銭的余裕がないために食事の回数を制限していた。病気を理由に生活保護を利用し

始める人が多いが、十分な栄養が取れているか疑問の余地があろう。

第三に、一般の調査では75％が毎日入浴しているが、本調査では毎日入浴する人が14％しかな

く、毎日入浴しない理由として76％が金銭的余裕なしであった。特に、本調査は９月とまだ汗を

かく時期に行われたが、衛生面や社会参加等の阻害要因になっていないかが懸念される。

第四に、レジャーや社会参加、特に親戚や近隣とのつきあいなどについてもみてきた。特に、

2010年に実施された厚労省調査の被保護者調査や、これまで生活保護利用世帯と比較対象にされ

てきた第１十分位相当世帯と比べて、本調査では親戚や近隣とのつきあいの低さが見受けられ

た。またその理由の大半は金銭的余裕がないことにあった。まさに、金銭的な貧困が人間関係の

貧困に結びついていることが明らかになった。

第五に、同じく耐久消費財の普及率については、厚労省調査とは遜色ない傾向が見受けられた。

ただし、厚労省調査の集計方法では、必要ないと回答された世帯は排除されるため、実際の普及

率とは異なることは注意しておきたい。

最後に、不服申立をし、裁判の原告になっている人が対象となっているが、不服申立をするに

あたって、生活保護制度が悪くなるのを防ぎたいことを一番の理由として原告になっていた

（70.0％）。また、不服申立制度を利用するために必要なこととして、生活保護に対する偏見をな

くすこと（62.8％）が他に抜きんでて多く指摘されていた。裁判となると、生活保護を利用して

図35　不服申立をした理由 図36　不服申立制度を利用するために必要なこと
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いる人が公の場に出ることになり、生活保護に対する偏見が厳しくなっているなかで、それは大

きな心理的負担があると考えられる。それを乗り越えるのが、自分のためだけではなく、制度を

通じて多くの人の役にも立てるなら、という気持ちで原告になっている人が多いことが推察され

る。

以上のことから、食事回数や風呂などの制約は、健康そのものが損なわれている。親族、近隣

との人間関係、社会的な活動も、金銭的な負担等を理由に損なわれている。保護基準の切り下げ

は、多くの利用者の不自由を拡大させていると言えよう。地域Aの調査結果から考えると、生活

保護を利用していても、憲法25条第１項で規定されている「健康で文化的な最低限度の生活」が

できているかは疑問の余地がある。以上の本調査の報告が健康で文化的な最低限度の生活とは何

かを考える際の一助になればと願う。
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